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【はじめに】

※グリーン・ツーリズムとは「緑豊かな農山漁村において、自然・文化・人々との交流を楽しむ滞在型の余暇活動」のこと

グリーン・ツーリズムの推進にあたって、農林漁業体験や自然体験など、農山漁村な

らではの体験を提供する宿泊施設である「農家民宿」は、農山漁村地域で不足している

宿泊施設や「コト消費」（農作業体験等）を提供するものとして、その重要性はますま

す高まっています。

こうした中で、国は平成30年６月に住宅宿泊事業法を施行しました。これにより、

従来の「旅館業法」の営業許可を受けた開業のほか､｢住宅宿泊事業法」の届出による開

業が可能となりました。

本書を「農家民宿」の開業を目指す皆様からご活用いただき、都市との交流が更に促

進され、農山漁村地域の活性化につながりますことを期待いたします。

農山漁村の就業・所得機会の創出や地域の活性化のため、県内各地で「自然」「食」

など地域資源を活かしたグリーン・ツーリズムが展開され、人と物との交流が拡大して

います。



【１ 開業計画、経営・資金計画などの整理】
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まずは、どういう農家民宿にしたいのか、自分の考えを整理し、家族でしっかりと話し
合いをしましょう。
実際に農家民宿に宿泊し、体験談を聞いてみましょう。
どんな営業スタイル、サービス内容にするか考えましょう。

通年型 １年を通して営業

季節型 農閑期など特定の時期のみ営業

週末型 土日祝日のみ営業

素泊まり
〇自炊設備の準備、近隣の飲食店との提携な
ども考えましょう

朝食のみ 〇農家民宿では、自家食材や地元の旬の食を
求めるお客様が多いようです

〇一緒に郷土料理を作る体験なども好評です朝夕食つき

① 営業スタイル

② サービス内容

③ 提供（又はあっせん）する農林漁業体験

農家民宿を開業するには、農林漁業体験を提供（又はあっせん）できることが条件と

なります。その地域ならではの農林漁業体験を提供できる体制を確保してください。

また、農林漁業体験は、必ずしも自分で提供する必要はなく、近隣の農林漁業者や農

林漁業体験施設と連携し、体験をあっせんしても差し支えありません。

農業体験 林業体験 漁業体験

農作業の体験 林業や林産物生産の体験
漁業や水産動植物の養殖
の体験

農産物の加工・調理体験 林産物の加工・調理体験 水産物の加工・調理体験

地域の農業、農村生活や
文化体験

地域の林業、山村生活や
文化体験

地域の漁業、漁村生活や
文化体験

田畑や農業資源の案内 森林の案内 漁場の案内

※ 農林漁業体験の例



区 分
旅館業法による開業
（農家民宿の場合）

住宅宿泊事業法による開業

行政手続 保健所長からの許可

〇新潟県内（新潟市を除く）
   →新潟県知事への届出
〇新潟市内
→新潟市保健所長への届出

営業日数 － 年間180日以下

居住要件 －

次のいずれかに該当すること
①現に人の生活の本拠として使用
されている家屋

②入居者の募集が行われている家屋
③随時その所有者、賃借人又は転借
人の居住の用に供されている家屋

主な構造
設備要件

客室床面積
基準なし

3.3㎡／人以上（客室
床面積（注１））を指導

3.3㎡／人以上
（居室床面積）

台所 不要 必要

入浴設備 原則必要 必要

便所 必要 必要

洗面設備 必要 必要

宿泊実績の定期報告 －

2か月ごとに報告
〇新潟県内（新潟市を除く）
→新潟県知事への報告

〇新潟市内
→新潟市保健所長への報告

外国語対応 －
外国人宿泊者に対し、施設の使用方
法、緊急時の対処法などを案内
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【２ 旅館業法と住宅宿泊事業法による開業の主な違い】

農家民宿を開業するには､｢旅館業法」の営業許可を受けるか「住宅宿泊事業法」の届

出をする必要があります。

どちらの手続で開業するかは、両者の違いを理解したうえで決めましょう。
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区 分 旅館業法による開業 住宅宿泊事業法による開業

周辺住民への説明 － 要（※１）

食事を提供する場合（飲食店
営業許可）

要（通常は専用の調理室
が必要ですが、一定の要
件を満たせば家庭用台所
との兼用が認められてい
ます。）

要（通常は専用の調理室が必
要ですが、一定の要件を満た
せば家庭用台所との兼用が認
められています。）

（※１）近隣住民の不安解消及び宿泊者とのトラブル防止のため、周辺住民に対し、住宅宿泊
事業を営もうとする者の氏名、連絡先、自宅の所在地などを説明する必要があります。

【３ 旅館業法による開業】

旅館業法では、客室の広さに関する基準が緩和されています。

また、客室延有効面積（注２）が50㎡以下の場合、さらに規制緩和を利用して農家民宿

を開業することが可能です。

現在では、個人、法人問わず開業することが可能となり、申請者の自宅だけでなく、別

荘などにおいても開業することが可能です。（申請者の自宅以外で開業する場合は、緊急

時における迅速な対応のための体制等を整備してください。）

区 分 申 請 者（個人又は法人）

農林漁業体験
の提供

あ り な し

客室延有効面積
50㎡以下

規制緩和を受けて
開業できる

開業できない（※２）

客室延有効面積
50㎡超

規制緩和を受けず
開業できる

開業できない（※２）

（※２）規制緩和のない旅館・ホテル営業、簡易宿所営業として、開業することはでき
ます。要件等については、管轄の保健所へご相談ください。

≪規制緩和を利用した農家民宿の旅館業法上の開業区分≫



(1) 開業手続の流れ（全体）
※一般的な流れですので、詳しくは各窓口（11ページ参照）
でご相談ください。

○旅館業法に関する手続（事前確認）
○食品衛生法に関する手続（事前確認）

○建築基準法に関する手続

○消防法に関する手続

○旅館業の営業許可申請

○飲食店の営業許可申請

市役所・役場へ事前相談

○農家民宿を開業する場所 など

消防法令適合通知書

旅館業営業許可書

飲食店営業許可書

「農林漁業体験民宿開業に係る申立書」
「建築物の検査済証（又は申立書）」
「消防法令適合通知書｣を求めに応じて旅
館業の営業許可申請書に添付します。

農家民宿 開業

手
続
は
平
行
し
て
進
め
て
い
き
ま
す
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申立書
※検査済証等が交付され
ない場合

建築物の検査済証

農林漁業体験民宿開業に係る
申立書 ※申請者が作成します。

○体験内容、あっせん先 など

○手続き全体の流れ

提供（又はあっせん）する体験については、
総合相談窓口で事前相談をしてください。

ア 相談に行く準備

イ 総合相談窓口へ相談

ウ 営業許可について相談

カ 営業許可の申請

エ 建築物について相談

オ 防火管理・消防用設備等に
ついて相談

｢建築物の検査済証」「消防法令適合通知書」は、増改築
や用途変更の有無、民宿部分の面積等によって発行されな
い場合があります。詳しくは、建築・消防の担当部局にご
確認ください。



(2) 開業手続の流れ（個別）

イ 「農家民宿」の総合相談窓口へ（11ページ参照）

○ 農家民宿を開業したい建物の各階ごとの平面図

ア 相談に行く準備をしましょう

○ 建物の付近の様子が分かる図面

○ 建物の全景や各部屋の様子が分かる写真

「どんな農家民宿になるのか」を、本書のチェックシート（13ページ）・ 「農林漁業体
験民宿開業に係る申立書」（14ページ）を作成し、整理しておきます。
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農家民宿を開業する場合、一般的な民宿等を開業する場合に比べ、様々な規制緩和

が適用される可能性があります。そのため、営業許可の前提として、“適切な農林漁

業体験を提供（あっせん）できるか”の確認が必要となります。

提供（又はあっせん）する農林漁業体験については、管轄の「総合相談
窓口」へ必ず事前相談してください。

● 具体的な農林漁業体験の内容、提供できる時期

● あっせん先の詳細

● 自分で提供するか、あっせんするか

≪農林漁業体験の事前確認≫

お住まいの地域を管轄する総合相談窓口に、必ずご相談ください。

・総合相談窓口では、開業までの流れや各手続の概要を説明します。また、個別の相談先に
ついてもご紹介します。

・提供（又はあっせん）できる体験について、「農林漁業体験民宿開業に係る申立書」に基
づいて提供する農林漁業体験について確認させていただきます。

・地域の農業者や体験受入施設などと連携できるよう、必要に応じてご紹介します。

なお、本県では、それぞれの地域の実情に応じ、お住まいの市町村から「農山漁村滞在型

余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律（以下「余暇法」という。）第２条第５項に

規定する農林漁業体験民宿業に係る施設への該当の有無」について意見をいただいておりま

す。



ウ 営業許可について相談（県地域振興局健康福祉（環境）部（保健所）、新潟市保健所）

客室延有効面積（注２）が50㎡以下の場合、施設基準が一部緩和
されます。下記は一例です。

○ 玄関帳場が不要
○ 男女で区分したトイレが不要

※旅館業・飲食店営業許可の申請は必要書類が揃ってから行いますが、設備の設置状況に
よっては基準に合った改装が必要となりますので、必ず事前に相談してください。
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『高床式住宅を農家民宿にできるの･･･？』

新潟県には、積雪時の出入等のために床下部分を通常より高くした高
床式住宅があります。

この住宅の３階部分を客室などの「旅館」として利用すると、建物を
耐火建築物にする等の制限がかかりますが、農家民宿として利用し、か
つ客室延床面積が33㎡未満で、客室から外部に容易に避難できるなど
避難上支障なければ、建物を耐火建築物等とする必要はありません。

・建物の平面図、写真などを元に、必要な設備や基準を確認します。
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≪飲食店の営業について≫

・食事を提供する場合、旅館営業許可とは別に飲食店営業許可が必要になります。
（素泊まり型などでは必要ありません。）

・建物の平面図、写真などを元に、必要な設備や基準を確認します。

・区画された調理室が必要です。家庭用台所と兼用する場合、ダイニングキッチン
や洗面所として使用することはできなくなります。

・調理室に必要な設備は、下図のとおりです。
詳細は保健所に相談してください。

・「食品衛生責任者（注３） 」を従事者の中から１人選任します。

・水道水以外を使用する場合、定期的な水質検査を行い、殺菌装置を設置します。

『飲食店の営業許可を得るのは、なかなか大変･･･？』

食中毒などの危険があるため、旅館業許可に比べて必要な設備が多くなります。
手洗い用流しが必要だったり、それとは別に食品等の洗浄流しが必要だったり。
そのため、民宿部分はそのままで許可されても、台所は何らかの改装が必要となる場
合がほとんどです。

食
器
戸
棚

廃棄物容器
（ゴミ箱）

手洗い流し
※センサー式やレバー
式など手洗後の再汚染
防止の構造

洗浄流し（調理用）

換気扇

コンロ

調理台

更衣設備
（ロッカー）

清掃用具保管
（ロッカー）

※清掃作業内容を掲示
（調理室内の設置も可）

※別に更衣場所が
あれば不要

冷
蔵
庫

水切

温
度
計
付
き

洗浄流し（食器洗浄用）
※必要に応じて給湯設備

洗浄流しは、食器洗浄用と調理
用を分けることが望ましい。

区画戸



エ 建築物について相談 （県地域振興局地域整備部、市町村建築担当課）

※建築基準法上の「旅館」に該当する場合、その基準に適合するよう措置しなければ
なりません。

・建築基準法上の「旅館」に該当するかの確認

下記を全て満たした場合、建築基準法上、「旅館」ではなく「住
宅」として扱われます。

◆住宅の一部を農家民宿として利用
◆客室延床面積（注４）が33㎡未満
◆各客室から直接外部に容易に避難できるなど避難上支障ない

オ 防火管理・消防用設備等について相談（管轄の消防本部、消防署）

・住宅用火災警報器の設置確認（専用住宅と同様に設置義務があります。）

・消防法上の「旅館」に該当するかの確認

農家民宿部分の延床面積（注5）が50㎡以下､かつ、住宅部分の延
床面積よりも小さい場合は、消防法上の「一般住宅」に該当し、規
制対象外となります。

旅館に該当する場合であっても、管轄の消防長・消防署長が認
めれば、「誘導灯」「誘導標識」「消防機関へ通報する火災報知設
備」は設置不要となる場合があります。

※消防法上の「旅館」に該当する場合、その基準に適合するよう措置しなけれ
ばなりません。
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※建築基準法上の「住宅」に該当する場合、旅館業許可申請書に『担当部局の確認の
結果、建築確認が不要な施設である』旨の申立書（様式不問）の添付を求められる場
合があります。



カ 営業許可の申請（県地域振興局健康福祉（環境）部（保健所）、新潟市保健所）

・食事を提供する場合は、飲食店業許可申請書も併せて提出します。

・検査希望日の１～２週間前には、申請書を提出してください。

・保健所職員が施設検査を行い、基準に適合していれば営業許可となります。

旅館営業許可申請 飲食店営業許可申請

手数料 22,000円 16,000円

申請書に
添付する書類

（共通）・各階ごとの平面図、周辺地図
・水質検査成績書（水道水以外の場合）

・建築物の検査済証
（又は申立書）

・消防法令適合通知書
・農林漁業体験民宿開業に係る
申立書

・厨房設備の詳細図

○水質汚濁防止法（新潟市、長岡市、上越市、県環境センター（その他市町村））

その他の関係法

○農地法（市町村農業委員会）

○浄化槽法（県地域振興局健康福祉(環境)部（市町村経由））

○農業振興地域の整備に関する法律（通称：農振法）（市町村）

○都市計画法（市町村）

浄化槽の設置、廃止や規模を変更する場合は、事前に届出が必要となります。また、浄化槽の管
理者が変わった場合は、変更後30日以内に変更報告書の提出が必要となります。

厨房施設、洗濯施設、入浴施設については、事前に届出が必要となります。ただし、住宅宿泊事
業法による開業の場合は不要です。

農用地区域内で宅地の造成、建物の新築・増改築など行う場合は、農振法に基づく手続が必要
です。

現在「農地」である場所に農家民宿を開業したり、駐車場としたりする場合は、農地法に基づ
く手続が必要です。
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※現在お住まいの住居を利用する場合、ほとんど必要ありません

施設及び設備にかかるもの

開業場所にかかるもの

○下水道法（市町村）
下水道に接続する場合は、事前に届出が必要となります。

営業許可を取得した後、基準に該当しなくなったことが認められる場合には許可の
取消・停止などもありえます。注

・旅館業許可申請書は、新潟県又は新潟市のホームページからダウンロードでき
ます。

各市町村の都市計画に基づいて土地をどのように利用するかが規定されています。
都市計画法に基づく開発行為を伴う場合は、開発許可の手続きが必要になります。



相談項目 チェック欄 法律上必要な手続

農家民宿
(農林漁業
体験民宿)
の営業に
ついて

旅
館
業
法

次の全ての項目に該当する場合、規制緩和が適用
されます。

□ 農林漁業体験を提供（又はあっせん）

□ 客室延有効面積（注２）が50㎡以下

●旅館業許可の申請

飲食店の
営業につ
いて

食
品
衛
生
法

□ 食事を提供する
●食品営業許可の申請

□ 食事を提供しない
－

建築物に
ついて

（１）次の全ての項目に該当する場合
⇒「住宅」扱い

□ 住宅と併用

□ 農林漁業体験を提供、またはあっせん

□ 客室延床面積（注４）が33㎡未満

□ 各居室から直接外部に容易に避難できるなど、

避難上支障がない

●一定規模以上の建物
を増築等する場合は、
建築確認申請

●住宅としての建築基
準法上の措置

上記（１）に該当しない場合 ⇒「旅館」扱い

□ 民宿用途部分の床面積（注６）が２00㎡以下

●旅館としての建築基
準法上の措置

上記（１）に該当しない場合 ⇒「旅館」扱い

□ 民宿用途部分の床面積が２00㎡を超える

●建築確認申請
（用途変更）

●旅館としての建築基
準法上の措置

防火安全
について

（１）次の全ての項目に該当する場合
⇒「一般住宅」扱い

□ 一般住宅と併用

□ 民宿部分の延床面積が一般住宅部分より小さい

□ 民宿部分の延床面積（注５）が50㎡以下

－

上記（１）に該当しない場合 ⇒「旅館」扱い ●消防法令適合通知書等

の交付申請

●消防法上の措置

(3) 必要手続チェック表
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お住まい
の市町村

総合相談窓口 旅館業法・食品衛生法 建築基準法 消防法

村上市

新発田地域振興局
農業振興部農業企画課
０２５４-２６-９１４７

村上地域振興局
健康福祉部衛生環境課
０２５４-５３-８３７１

新発田地域振興局
地域整備部建築課
０２５４-２６-９１９９

村上市消防本部
０２５４-５３-０１１９

関川村

粟島浦村

新発田市

新発田地域振興局
健康福祉環境部生活衛生課
０２５４-２６-９１３７

新発田市役所建築課
０２５４-２６-３５５７

新発田地域広域事務組合消防本部
０２５４-２２-１１１９

阿賀野市

新発田地域振興局
地域整備部建築課
０２５４-２６-９１９９

阿賀野市消防本部
０２５０-６２-２０５８

聖籠町
新発田地域広域事務組合消防本部
０２５４-２２-１１１９

胎内市

阿賀町

新潟地域振興局
農林振興部農業企画課
０２５０-２４-９６２０

新潟地域振興局
健康福祉部衛生環境課
０２５０-２２-５１７５

新潟地域振興局
地域整備部建築課
０２５-２７３-３２０４

阿賀町消防本部
０２５４-９２-０１１９

五泉市
五泉市消防本部
０２５０-４２-０１１９

新潟市
(西区・西蒲区)

新潟市保健所
（旅館）環境衛生課
０２５-２１２-８２６６
（食品）食の安全推進課
０２５-２１２-８２２６

新潟市役所
建築行政課
０２５-２２６-２８３７

新潟市消防局
０２５-２８８-３１９１

新潟市(上記以外)

燕市

三条地域振興局
農業振興部企画振興課
０２５６-３６-２２５６

三条地域振興局
健康福祉環境部生活衛生課
０２５６-３６-２３６６

三条地域振興局
地域整備部建築課
０２５６-３６-２３１９

燕・弥彦総合事務組合消防本部
０２５６-９２-１１１９

弥彦村

三条市
三条市役所建築課
０２５６-３４-５７２７

三条市消防本部
０２５６-３４-１１１１

加茂市 三条地域振興局
地域整備部建築課
０２５６-３６-２３１９

加茂地域消防本部
０２５６-５２-１７７０

田上町

見附市

長岡地域振興局
農林振興部農業企画課
０２５８-３８-２５５１

長岡地域振興局
健康福祉環境部生活衛生課
０２５８-３３-４９３６

長岡地域振興局
地域整備部建築課
０２５８-３８-２６２５

見附市消防本部
０２５８-６２-０５５５

小千谷市
小千谷市消防本部
０２５８-８１-０１１９

出雲崎町
柏崎市消防本部
０２５７-２４-１５００

長岡市
長岡市役所建築・開発審査課
０２５８-３９-２２２６

長岡市消防本部
０２５８-３６-０１１９

柏崎市
柏崎地域振興局
健康福祉部衛生環境課
０２５７-２２-４１８０

柏崎市役所建築住宅課
０２５７-２１-２２９０

柏崎市消防本部
０２５７-２４-１５００

刈羽村
長岡地域振興局
地域整備部建築課
０２５８-３８-２６２５

(4) 総合相談窓口一覧
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お住まい
の市町村

総合相談窓口 旅館業法・食品衛生法 建築基準法 消防法

魚沼市

南魚沼地域振興局
農林振興部農業企画課
０２５-７７２-２８１９

魚沼地域振興局
健康福祉部衛生環境課
０２５-７９２-８６１９

南魚沼地域振興局
地域整備部建築課
０２５-７７２-３９５８

魚沼市消防本部
０２５-７９３-０１１９

湯沢町
南魚沼地域振興局
健康福祉環境部生活衛生課
０２５-７７２-８１４３

南魚沼市消防本部
０２５-７８２-９１１９

南魚沼市

津南町
十日町地域振興局
健康福祉部衛生環境課
０２５-７５７-２７０７

十日町地域消防本部
０２５-７５７-０１１９

十日町市

上越市

上越地域振興局
農林振興部農業企画課
０２５-５２６-９４０４

上越地域振興局
健康福祉環境部生活衛生課
０２５-５２４-６１３５

上越市役所建築住宅課
０２５-５２６-５１１１(代)

上越地域消防事務組合消防本部
０２５-５２５-１１９９

妙高市
上越地域振興局
地域整備部建築課
０２５-５２６-９５２９

糸魚川市
糸魚川地域振興局
健康福祉部衛生環境課
０２５-５５３-１９３８

糸魚川市消防本部
０２５-５５２-０１１９

佐渡市
佐渡地域振興局
農林水産振興部企画振興課
０２５９-６３-３１８５

佐渡地域振興局
健康福祉環境部生活衛生課
０２５９-７４-３３９９

佐渡地域振興局
地域整備部建築課
０２５９-７４-３３３９

佐渡市消防本部
０２５９-５１-０１１９

(4) 総合相談窓口一覧
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(5) 農家民宿に適用される規制緩和一覧

関係法 規制緩和・通知など

旅館業法 県 余暇法第２条第５項に規定する農林漁業体験民宿業に該当する場合で、
客室延有効面積（注２）が50㎡以下の場合、基準が緩和されます。
○玄関帳場が不要
○トイレは１つあればよい

食品衛生法 県 通常は専用の調理室が必要ですが、農家民宿の場合、一定の要件を満た
せば家庭用台所との兼用が認められています。（ただし、ダイニング
キッチンや洗面所として使用している場合は兼用不可）

建築基準法 全 住宅の一部を農家民宿として利用し、客室延床面積（注４）が33㎡未
満であり、避難上支障がないと認められた場合は、建築基準法の「旅
館」に該当しないものとして取り扱われます。

消防法 全 農家民宿部分の延床面積(注５)が50㎡以下で、かつ、住宅部分の延床
面積よりも小さい場合は、消防法上の「一般住宅」に該当し、規制対象
外となります。

「旅館」であっても、管轄の消防長又は消防署長が認めれば、「誘導
灯」「誘導標識」「消防機関へ通報する火災報知設備」は設置不要とな
る場合があります。

道路運送法 全 農家民宿が宿泊サービスの一環として行う送迎は、許可を必要としませ
ん。

旅行業法 全 農家民宿が、宿泊とセットで農林漁業体験を販売・広告する場合は許可
を必要としません。

農地法 全 農地所有適格法人が行う業務として、民宿経営等が認められています。

酒税法 特 農家民宿等が自ら生産した米を原料とした濁酒、果実等を原料とした果
実酒を製造する場合、特区内においてのみ最低製造数量（6KL）以下
でも免許取得が可能です。 ※現在、県内に果実酒特区はありません

全 農家民宿等では、一定の要件の下、自家製梅酒等の提供が酒類の製造免
許なしで可能です。

農村休暇法 全 一般の宿泊施設が地域の農林漁業者等と連携して農林漁業体験サービス
を提供する場合も、農林漁業体験民宿として登録可能です。

適用範囲／全：全国  県：新潟県独自  特：構造改革特区
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項 目 内 容

経 営 者 □農業者 □林業者 □漁業者 □農林漁業者以外

運営方法 □個人運営 □法人運営 □集落などでの共同運営

体験ﾒﾆｭｰ 「農林漁業体験民宿開業に係る申立書」を利用し、整理してください。

客 室 部屋数（ ） 客室の位置
□１階  □２階

□（ 階）

客室面積
建物（家）の延床面積（ ㎡）
民宿部分の延床面積（ ㎡） 客室の延床面積（ ㎡）

宿泊定員 １日の宿泊定員（ 人）

お 風 呂

□あり

□家庭用と共用（□水道水 □井戸水 □温泉）

□宿泊客専用（□水道水 □井戸水 □温泉）

□なし 近隣の浴場を利用（浴場名   ）

ト イ レ

□家庭用と共用 和式大便器（ ） 小便器（ ） 洋式便器（ ）

□宿泊客専用 和式大便器（ ） 小便器（ ） 洋式便器（ ）

食 事

□朝夕２食  □朝食のみ

□素泊まり式 □自炊式 □郷土料理体験式

送 迎 □あり
□最寄り駅等まで
□それ以外（  ）

□なし

使用する水 □水道水 □井戸水

汚 水 処 理 □下水道 □浄化槽（□合併浄化槽 □単独浄化槽）

営業期間

□通年営業（休み  ）

□季節営業（ 月 日 ～ 月 日）

□その他（  ）

《農家民宿チェックシート》

※ □にレ点を入れてください
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年 月 日

農林漁業体験民宿開業に係る申立書

保健所長 様

住 所

申請者

電話番号 （ ） －

下記について申し立てます。
記

１ 施設の所在地について

（住 所）

２ 提供する役務について
以下の役務を提供又はあっせんします。

種 類 具体的内容 区 分 あっせん先 

  
（提供時期：         ） 

提  供 

あっせん 

 
 

あっせん 
承諾欄 

 役務のあっせん先となることを承諾します。 

 住所（施設所在地）： 

 氏名（名称）：           ○印  

  
（提供時期：         ） 

提  供 

あっせん 

 
 

あっせん 
承諾欄 

 役務のあっせん先となることを承諾します。 

 住所（施設所在地）： 

 氏名（名称）：           ○印  

 ■あっせん先との契約内容等を示す書類を添付してください。書類がない場合は、その理由書（様式

不問）を添付してください。

※「種類」欄は裏面から選択すること。
※「区分」欄はどちらかに○を付けること。
※区分が「あっせん」の場合、あっせん先（農林漁業者、体験施設等）を記載し、あっせん先から承諾
欄に署名又は記名押印をしてもらうこと。また、あっせん先が法人又は団体の場合、その名称及び代
表者の氏名を記載のうえ代表者印を押印してもらうこと。

※欄が足りない場合は、本書をコピー等して記載すること。

※法人の場合は名称及び代表者の氏名
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（１）農業体験 

ア 農作業の体験の指導 

イ 農産物の加工、調理体験の指導 

ウ 地域の農業、農村生活や文化に関することを教える 

エ 田畑やその農用地、その他の農業資源の案内 

オ 農作業体験施設等の利用 

（２）林業体験 

ア 林業や林産物生産の指導 

イ 林産物の加工、調理体験の指導 

ウ 地域の林業、山村生活や文化に関することを教える 

エ 森林の案内 

オ 林業体験施設等の利用 

（３）漁業体験 

ア 漁業や水産動植物の養殖の体験の指導 

イ 水産物の加工、調理体験の指導 

ウ 地域の漁業、漁村生活や文化に関することを教える 

エ 漁場の案内 

オ 漁業体験施設等の利用 

農林漁業体験民宿開業に係る申立書［裏面］



民泊サービス（住宅宿泊事業）とは、宿泊者から宿泊料を得て、自宅や別荘等住宅の全部又は
一部に宿泊させることです。旅館業との違いは２ページを参照ください。
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○住宅宿泊事業法に関する手続
○食品衛生法に関する手続（事前確認）など

○消防法に関する手続

○住宅宿泊事業法の届出

○飲食店の営業許可申請

消防法令適合通知書

標識の掲示

飲食店営業許可書

「消防法令適合通
知書」は、住宅宿
泊事業の届出の際
に添付します

農家民宿 開業

○宿泊者の衛生確保の措置
○避難機器設置等の安全確保の措置
○外国語による施設利用方法の説明
○宿泊者名簿の備付け
○騒音防止等、必要事項の宿泊者への説明
○苦情等の処理

宿泊実績の定期報告

【４ 住宅宿泊事業法の届出を行って開業するには】

（1）開業手続きの流れ（全体）

 一般的な流れですので、詳しくは､｢新潟県住宅宿泊事業の手引き」を

ご覧ください。

   https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/seikatueisei/1356887762670.html

※ 新潟市内の場合は新潟市の作成する「住宅宿泊事業に関する手引き」を

ご覧ください。

https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/kankyo/kankyoeisei/kankyoeisei

/juutaku_todokede.files/minpaku_tebiki.pdf）

※原則として「民泊制度運営システ
ム」を利用した電子申請となります。

ア 必要な手続きを確認

イ 防火管理・消防用設備等について相談

ウ 開業に向けた準備

エ 営業許可の申請等

その他の関係法は、旅館業法
による開業を参考にしてくだ
さい（P.9ページ参照）

新潟市以外

新潟市



(2) 開業手続の流れ（個別）

○ 民泊を行う予定の住宅は、住宅宿泊事業法の住宅に該当しますか？
 （２ページ参照）

ア 必要な手続きを確認しましょう

○ 180日を超えて人を宿泊させますか？
 住宅宿泊事業法では180日を超えて人を宿泊させることはできません。
 年間180日を超えて人を宿泊させる場合は、旅館業法の許可が必要です。
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【主な確認事項】

○ 宿泊者に食事を提供しますか？
 宿泊者への食事提供は食品衛生法の許可が必要です。

イ 防火管理・消防用設備等について相談（管轄の消防本部、消防署）

・住宅用火災警報器の設置確認（専用住宅と同様に設置義務があります。）

・消防法上の「旅館」に該当するかの確認

宿泊室の床面積（注７）が50㎡以下､かつ、住宅宿泊事業者が不
在とならない旨の届出がなされている場合は、消防法上の「一般住
宅」に該当し、規制対象外となります。

上記以外の場合、消防法上の「旅館」に該当し、収容人数30人以
上で防火管理者の選任や消防用設備等の設置が必要となります。

ウ 開業に向けた準備

エ 営業許可の申請等

・非常用照明器具の設置、避難経路の表示

・外国語を用いた住宅設備の使用方法の案内、交通手段の情報提供

・宿泊者名簿の備え付け、宿泊者の本人確認手続き など

・住宅宿泊事業法の届出：民泊制度運営システムによる電子申請
http://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/business/system/index.html

・飲食店の営業許可申請（旅館業法による開業と同様です。P.7参照）



●全国： 登録農林漁業体験民宿（田舎体験の宿）

国の定める登録機関に登録すると、農林水産大臣の承認を得た「農林漁
業体験民宿（田舎体験の宿）」として、公認の看板を掲示できます。（登
録有料）

ホームページでのＰＲ、セミナー等の開催や各種相談などを実施していますのでご活用
ください。

●県内：

問合先／新潟県農林水産部地域農政推進課

TEL 025-28０-5707

新潟県ふるさと民宿連絡協議会

新潟県内で農林漁業体験民宿業を営む方が任意加入しています。
県内で研修会なども開催しています。（登録無料）

【５ その他】

（1） 登録制度

（２） 保険制度

〇宿泊施設 ：旅館賠償責任保険
〇体験指導 ：指導者賠償責任保険
〇旅行者の傷害・損害賠償 ：国内旅行傷害
〇自家用車の使用 ：自動車保険

民間保険会社や共済などの保険のほか、（公社）日本食品衛生協会の保険などもあります。

宿泊中のケガや食中毒、貴重品の紛失など宿泊客に対する補償、火災や災害による損害な
ど万が一のリスクに対処するため、必要に応じて保険の加入を検討してください。
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登録先／株式会社 百戦錬磨

https://www.hyakuren.org/gt/TEL 03-6206-9176

新潟市保健衛生部環境衛生課環境衛生係
電話番号：025-212-8266（直通）
ファクシミリ：025-246-5673
電子メール：kankyoeisei@city.niigata.lg.jp

〇 新潟市内の住宅宿泊事業に関する問い合わせ先

新潟県福祉保健部生活衛生課 営業・水道係
電話番号：025-285-5511（代表）内線2677、2678、2681

025-280-5208（直通）
ファクシミリ：025-284-6757
電子メール：ngt040250@pref.niigata.lg.jp

(3) 問い合わせ先

〇 新潟県内（新潟市を除く｡)の住宅宿泊事業に関する問い合わせ先



（３） 用語説明

客室から、造り付け収納（押入・納戸等）や床の間を除いた
面積を合計。面積は、内のりで計測。（例：図１の網掛け部
分）

（注１）客室床面積（旅館業法）

旅館業法上の客室延床面積から、客の睡眠や休憩等に供され
ていない部分（客室専用の浴室、トイレ、踏み込み等 ）を
除いた面積。（例：図２の網掛け部分）

（注２）客室延有効面積（旅館業法） 

（注６）民宿用途部分の床面積（建築基準法）

民泊部分（客室等。例：図３の網掛け部分）に、一般住宅
部分と共用部分（玄関、風呂、トイレ、廊下など）を加え
たもの。面積は、壁芯で計測。

客室から、造り付け収納（押入・納戸等）や床の間を除いた
面積を合計。面積は、壁芯（壁の中心から中心）で計測。
（例：図１の網掛け部分）

（注４）客室延床面積（建築基準法）

（注５）民宿部分の延床面積（消防法）

建築基準法上の延床面積で算定。
民宿部分（客室等。例：図３の網掛け部分）に、一般住宅部
分と共用する部分（玄関、廊下、トイレ、台所等）の床面積
を、各々の専用部分の床面積で按分したものを加えた合計。

食事を提供する場合、食品衛生の管理運営を行う食品衛生責
任者を設置することが義務づけられている。
食品衛生責任者養成講習（県内では月1回程度開催）を受講
することで資格取得可能。調理師、栄養士等の有資格者は受
講不要。

（注３）食品衛生責任者
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図１

図２
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図３

（注７）宿泊室の床面積（消防法）

宿泊室（宿泊者の就寝の用に供する室。例：図２の網掛け部
分）は住宅宿泊事業法における取扱いに準じる。
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